
令和４年度 

当 初 予 算 案 等 説 明 資 料 

住 宅 都 市 局 

１ 住宅都市局所管予算案 

（１）総括 １頁 

（２）歳出予算案目別明細書 ３頁 

（３）重要施策 ５頁 

（４）一般会計予算案 （議案第 26 号） 17 頁 

（５）香椎駅周辺土地区画整理事業特別会計予算案（議案第 35 号） 73 頁

（６）貝塚駅周辺土地区画整理事業特別会計予算案（議案第 36 号） 79 頁

（７）補助及び交付金、負担金一覧 83 頁 

２ 福岡市貝塚駅周辺土地区画整理事業等基金条例案（議案第 53 号） 85 頁 

３ 福岡市立霊園条例の一部を改正する条例案 （議案第 57 号） 87 頁 

４ 福岡市公園条例の一部を改正する条例案 （議案第 62 号） 90 頁 

５ 福岡市雁の巣レクリエーションセンター条例の 

一部を改正する条例案（議案第 63 号） 

95 頁 

６ 組織編成案 97 頁 

（その他） 
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（３）重要施策 

（ ）内は、前年度予算額

① 都市の魅力を高める計画的なまちづくり

「福岡市都市計画マスタープラン」等の上位計画を基本として、計画的で良好な市街地の形成・保

全を図るため、都市基盤の整備や土地利用の動向等を踏まえ、適切な土地利用誘導に向けた調査・検

討を行う。 

また、地域特性を活かした魅力ある都市景観の形成を図るため、市民や民間事業者との共働による

まちなみづくりを推進するとともに、歴史資源等を活かしたまちづくりに取り組む。 

あわせて、屋外広告物について、より良い景観づくりや安全・安心のまちづくりを進めるため、

許可制度等の円滑かつ適切な運用を図るとともに、無許可広告物や路上違反広告物の是正指導など

削減に向けた取組みを推進する。 117,497 千円 

（70,090 千円） 

事 業 名 予算額 事 業 概 要 令和４年度の取組み

千円

良好な市街地の形成・ 
保全の誘導

54,399 良好な市街地の形成・保全に向

けて、土地利用などの都市計画に

関する調査・検討を行う。

○都市計画法に基づく都市計画

基礎調査

○用途地域等指定に係る土地利

用状況等の調査 等

景観の誘導 15,579 景観法に基づく建築物等の届

出の機会を捉えた景観誘導、市民

の景観意識の高揚を図り、市民や

民間事業者との共働によるまち

なみづくりを推進する。

○景観形成地区内及び大規模な

建築物等届出の審査及び助言・

指導

○都市景観賞の PR 等

地域特性を活かした都

市景観の創出

15,778 福岡市景観計画の歴史・伝統ゾ

ーン等における歴史資源を活か

したまちなみ形成を推進する。

○筥崎宮地区のまちなみルール

づくりの推進 等

○歴史資源と調和した民間建築

物等の修景促進

○景観づくり地域団体活動助成

屋外広告物適正化の

推進

31,741 許可制度等の円滑かつ適切な

運用を図るとともに、無許可広告

物や路上違反広告物の削減に向

けた取組みを推進する。

○屋外広告物許可等に係る審査

及び許可業務

○無許可広告物の是正指導及び

路上違反広告物の是正指導や

除却 等

合  計 117,497

合計 26,529,755 千円（22,610,820 千円） 
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福岡市貝塚駅周辺土地区画整理事業等基金条例案（議案第 53 号） 

１ 制定理由 

福岡広域都市計画事業貝塚駅周辺土地区画整理事業の円滑な執行を図る

とともに、事業の施行地区及びその周辺の地域のまちづくりを推進するた

めの基金を設置するもの。 

２ 概要 

貝塚駅周辺土地区画整理事業に係る保留地の処分による収入やまちづく

りの推進に資する寄附金について、基金への積立てや運用、処分に関する

事項を定めるもの。 

３ 施行期日 

令和４年４月１日 

②

２ 
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福岡市⾙塚駅周辺⼟地区画整理事業等基⾦条例

（設置）
第１条 福岡広域都市計画事業⾙塚駅周辺⼟地区画整理事業（以下「事業」という。）の円

滑な執⾏を図るとともに，事業の施⾏地区及びその周辺の地域のまちづくりを推進する
ため，福岡市⾙塚駅周辺⼟地区画整理事業等基⾦（以下「基⾦」という。）を設置する。 

（積⽴て）
第２条 基⾦には，事業に係る保留地の処分による収⼊の範囲内で福岡市⾙塚駅周辺⼟地

区画整理事業特別会計（以下「事業特別会計」という。）の歳出予算をもって定める額及
び基⾦の設置⽬的のための寄附⾦を積み⽴てるものとする。

（管理）
第３条 基⾦に属する現⾦は，地⽅⾃治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 241 条第７項の規

定により保管するほか，必要に応じ，最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。 

（運⽤益⾦の処理）
第４条 基⾦の運⽤から⽣じる収益は，⼀般会計⼜は事業特別会計の歳⼊歳出予算に計上

して，基⾦に積み⽴てるものとする。

（繰替運⽤）
第５条 市⻑は，財政上必要があると認めるときは，確実な繰戻しの⽅法，期間及び利率を

定めて基⾦に属する現⾦を歳計現⾦に繰り替えて運⽤することができる。

（処分）
第６条 市⻑は，基⾦の設置⽬的を達成するため必要があると認めるときは，これを処分す

ることができる。

（委任）
第７条 この条例に定めるもののほか，基⾦の管理に関し必要な事項は，市⻑が定める。

　　　附 則
この条例は，令和４年４⽉１⽇から施⾏する。
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福岡市立霊園条例の一部を改正する条例案（議案第５７号） 

１ 理由 

本件は、霊園の一時使用の使用料の額を適正なものに改める必要があるため、福岡市立

霊園条例の一部を改正するもの。 

２ 内容 

一時使用料の改定（第 19条第３項関係） 

３ 施行期日 

令和４年４月１日 
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福岡市立霊園条例（昭和 30年福岡市条例第 25号）新旧対照表 

※下線部が改正部分

現 行 改正後（案） 

（土地の一時使用） （土地の一時使用） 

第 19条 利用者が，その利用に伴う工事その

他の必要により，霊園を一時使用しようと

するときは，市長の許可を受けなければな

らない。 

第19条 利用者が，その利用に伴う工事その

他の必要により，霊園を一時使用しようと

するときは，市長の許可を受けなければな

らない。 

２ 前項の使用期間は，市長が特に必要と認

めた場合のほかは，1月を超えることができ

ない。 

２ 前項の使用期間は，市長が特に必要と認

めた場合のほかは，1月を超えることができ

ない。 

３ 第１項の一時使用については，１平方メ

ートル（１平方メートル未満は，１平方メ

ートルとみなす。）につき１月（１月未満

は１月とみなす。）620円以内で市長が定め

る使用料を徴収する。 

３ 第１項の一時使用については，１平方メ

ートル（１平方メートル未満は，１平方メ

ートルとみなす。）につき１月（１月未満

は１月とみなす。）810円以内で市長が定め

る使用料を徴収する。 
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福岡市公園条例の一部を改正する条例案（議案第６２号） 

１ 理由 

公園における民間活力の導入による利便性及び魅力の向上を図るため、公園管理者以

外の者が公園施設である建築物を設置する場合の建築面積の基準の特例を定めるもの。 

また、公園の占用料の額を適正なものに改める必要があるもの。 

２ 概要 

（１）公園施設の建築面積の基準の追加（第３条の６）

公園における民間活力の導入による利便性及び魅力の向上を図るため、都市公園法

第５条の２で規定された公募対象公園施設及び都市再生特別措置法第 46条第 14項で 

規定された滞在快適性等向上公園施設について、特例建ぺい率の項を新設するもの。 

（２）公園占用料の改定（別表第４）

福岡市公園条例における公園占用料の改定は、福岡市道路占用料徴収条例における

道路占用料の改定に準じて行っている。今回、市の道路占用料が令和４年４月１日に 

改定されるのに伴い、公園占用料について改定を行うもの。 

３ 施行期日 

令和４年４月１日 
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福岡市公園条例（昭和33年福岡市条例第18号）新旧対照表 

※下線部が改正部分

現 行 改正後（案） 

（公園施設の建築面積の基準の特例） （公園施設の建築面積の基準の特例） 

第３条の６ （略） 第３条の６ （略） 

２ 令第６条第６項に掲げる場合に関する法

第５条の９第１項の規定により読み替えて

適用する法第４条第１項ただし書の条例で

定める範囲は，当該公募対象公園施設であ

る建築物に限り，当該建築物を設置する都

市公園の敷地面積の100分の10を限度とし

て前条の規定により認められる建築面積を

超えることができることとする。 

３ 令第６条第７項に掲げる場合に関する都

市再生特別措置法（平成14年法律第22号）

第62条の７第１項の規定により読み替えて

適用する法第４条第１項ただし書の条例で

定める範囲は，当該滞在快適性等向上公園

施設である建築物に限り，当該建築物を設

置する都市公園の敷地面積の100分の10を

限度として前条の規定により認められる建

築面積を超えることができることとする。 

２ （略） ４ （略） 

３ 令第６条第１項第３号に掲げる場合に関

する法第４条第１項ただし書の条例で定め

る範囲は，同号に規定する建築物に限り，

当該建築物を設ける公園の敷地面積の100

分の10を限度として前条又は前２項の規定

により認められる建築面積を超えることが

できることとする。 

５ 令第６条第１項第３号に掲げる場合に関

する法第４条第１項ただし書の条例で定め

る範囲は，同号に規定する建築物に限り，

当該建築物を設ける公園の敷地面積の100

分の10を限度として前条又は前４項の規定

により認められる建築面積を超えることが

できることとする。 

４ 令第６条第１項第４号に掲げる場合に関

する法第４条第１項ただし書の条例で定め

る範囲は，同号に規定する建築物に限り，

当該建築物を設ける公園の敷地面積の100

分の２を限度として前条又は前３項の規定

により認められる建築面積を超えることが

できることとする。 

６ 令第６条第１項第４号に掲げる場合に関

する法第４条第１項ただし書の条例で定め

る範囲は，同号に規定する建築物に限り，

当該建築物を設ける公園の敷地面積の100

分の２を限度として前条又は前各項の規定

により認められる建築面積を超えることが

できることとする。 
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※下線部が改正部分

現 行 改正後（案） 

別表第４   公 園 占 用 料 別表第４   公 園 占 用 料 

種 目 単 位 期間 占用料 
電柱，支柱，支線，
電線，標識その他こ
れらに類するもの 

1本 1年 3,200円

変圧器，鉄塔その他
これらに類するもの 

1平方メ
ートル 

1年 3,800円

水道管，下水道管，
ガス管その他これら
に類するもの 

1メート
ル 

1年 650円

郵便差出箱，信書差
出箱及び公衆電話所 

1平方メ
ートル 

1年 3,800円

地
下
占
用
物
件

公共駐
車場そ
の他こ
れに類
するも
の 

階数が1
のもの 

1平方メ
ートル 

1年 

Aに0.007を
乗じて得た
額 

階数が2
のもの 

Aに0.012を
乗じて得た
額 

階数が3
のもの 

Aに0.015を
乗じて得た
額 

その他のもの 
1平方メ
ートル 1年 3,020円

天体，気象又は土地
観測施設 

1平方メ
ートル 

1年 3,800円

工事用板囲，詰所，
足場，建物その他の
工事用施設 

1平方メ
ートル 

1月 620円 

土石，竹木，瓦その
他の工事用材料置場 

1平方メ
ートル 

1月 620円

競技
会，集
会，展
示会，
博覧会
その他
これら
に類す
る催し
のため
設けら
れる仮
設工作
物 

看板，幕そ
の他これら
に類するも
の 

表 示 面
積1平方
メ ー ト
ル

1日 3,250円

広告塔，ア
ーチその他
これらに類
するもの 

1点 1日 16,290円

その他のも
の 

1平方メ
ートル 

1月 420円

清流公園に設けられ
る屋台 

1平方メ
ートル 

1月 1,350円 

その他の占用 
1平方メ
ートル 

1月 440円

種 目 単 位 期間 占用料 
電柱，支柱，支線，
電線，標識その他こ
れらに類するもの 

1本 1年 3,600円

変圧器，鉄塔その他
これらに類するもの 

1平方メ
ートル 

1年 4,200円

水道管，下水道管，
ガス管その他これら
に類するもの 

1メート
ル 

1年 720円

郵便差出箱，信書差
出箱及び公衆電話所 

1平方メ
ートル 

1年 4,200円

地
下
占
用
物
件

公共駐
車場そ
の他こ
れに類
するも
の 

階数が1
のもの 

1平方メ
ートル 

1年 

Aに0.007を
乗じて得た
額 

階数が2
のもの 

Aに0.011を
乗じて得た
額 

階数が3
のもの 

Aに0.014を
乗じて得た
額 

その他のもの 
1平方メ
ートル 1年 3,350円

天体，気象又は土地
観測施設 

1平方メ
ートル 

1年 4,200円

工事用板囲，詰所，
足場，建物その他の
工事用施設 

1平方メ
ートル 

1月 810円

土石，竹木，瓦その
他の工事用材料置場 

1平方メ
ートル 

1月 810円

競技
会，集
会，展
示会，
博覧会
その他
これら
に類す
る催し
のため
設けら
れる仮
設工作
物 

看板，幕そ
の他これら
に類するも
の 

表 示 面
積1平方
メ ー ト
ル

1日 4,290円

広告塔，ア
ーチその他
これらに類
するもの 

1点 1日 21,500円

その他のも
の 

1平方メ
ートル 

1月 550円

清流公園に設けられ
る屋台 

1平方メ
ートル 

1月 2,450円

その他の占用 
1平方メ
ートル 

1月 500円

備考 Aは，近傍類似の土地の１平方メートル
の価格を表すものとする。 

備考 Aは，近傍類似の土地の１平方メートル
の価格を表すものとする。 
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公園施設の建築面積の基準の追加

 公園における民間活力の導入による利便性及び魅力の向上を図るため、都市公園法 

第５条の２で規定された公募対象公園施設及び都市再生特別措置法第 46条第 14項で 

規定された滞在快適性等向上公園施設について、特例建ぺい率（＋10％）の項を新設 

するもの（現行項は項ずれ）。 

（１）第２項の追加

○公募対象公園施設の建ぺい率の規定 

【法令の改正内容】 

平成 29年の都市公園法の改正により、飲食店等の公園利用者の利便の向上に資する 

公募対象公園施設の設置と、当該施設から生じる収益を活用してその周辺の園路等の 

一般の公園利用者が利用できる特定公園施設の整備・改修等を一体的に行う者を公募 

により選定する「公募設置管理制度」（Park-PFI制度）が創設された。 

【条例の改正内容】 

条例第３条の６の条文に新たに公募設置管理制度に基づき、公募対象公園施設を設け

る場合の建ぺい率を 100 分の 10 を限度として通常の規定により認められる面積を超え

ることができる旨を規定。（国の参酌基準のとおり） 

（２）第３項の追加

○滞在快適性等向上公園施設の建ぺい率の規定

【法令の改正内容】 

 令和２年の都市再生特別措置法の改正により、都市公園も含めた一体的なエリアに 

おいて「居心地が良く歩きたくなる」まちなかを形成するため、官（市町村まちづくり 

部局・公園管理者）と民の連携により、民間のノウハウを活用した都市公園における 

交流・滞在空間の創出を促進する「公園施設設置管理協定制度」（都市公園リノベーショ

ン協定制度）が創設された。

公園施設設置管理協定制度における公園施設は滞在快適性等向上公園施設という。

【条例の改正内容】 

条例第３条の６の条文に新たに滞在快適性等向上公園施設である建築物を設ける 

場合の建ぺい率を 100分 10を上限として通常の規定により認められる面積を超える 

ことができる旨を規定。（国の参酌基準のとおり） 

「福岡市公園条例」の一部改正について（第３条の６関係）
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広場、園路等の公共部分
（特定公園施設）

従 前

新制度 民間資金 収益を充当

その他の公園区域

公的資金

公的資金

カフェ等の収益施設
（公募対象公園施設）
（滞在快適性等向上公園施設）

民間資金

収益を活用して整備

条例 公園施設
公園施設の
建築面積の

割合

第３条の５ 建築物である公園施設 ２％

第
３
条
の
６

第１項
休養施設、運動施設、教養施設、備蓄倉庫、
その他の災害応急対策に必要な施設（令第６条第２項）

＋１０％

第２項
【新設】

都市公園法第５条の２第１項で定める公募対象公園施設（令６条第６項）
≪公募設置管理制度（Park-PFI制度）≫

＋１０％

第３項
【新設】

都市再生特別措置法第46条第14項で定める公園施設設置管理協定に基づく
滞在快適性等向上公園施設（令６条第７項）
≪滞在快適性等向上公園施設設置管理協定制度（都市公園リノベーション協定制度）≫

＋１０％

第４項 休養施設又は教養施設のうち、国宝や重要文化財等（令第６条第３項） ＋２０％

第５項 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場等（令第６条第４項） ＋１０％

第６項 仮設公園施設（令第６条第５項） ＋２％

【
特
例
】

■公募設置管理制度・公園施設設置管理協定制度のイメージ

【参考】 ※令＝都市公園法施行令

※第１項、第２項、第３項の施設が設置される場合、これらの建築物全体の建ぺい率は

合計で１００分の１０となる。

※民間事業者等の設置する収益施設については別途公園使用料を徴収する。
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福岡市雁の巣レクリエーションセンター条例の一部を改正する条例案 

（議案第６３号） 

１ 理由 

本件は、雁の巣レクリエーションセンターの占用料の額を適正なものに改める必要があ

るため、福岡市雁の巣レクリエーションセンター条例の一部を改正するもの。 

２ 内容 

占用料の改定（別表第４） 

３ 施行期日 

令和４年４月１日
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福岡市雁の巣レクリエーションセンター条例（昭和 46年福岡市条例第 36号）新旧対照表 

※下線部が改正部分 

現 行 改正後（案） 

別表第４    占  用  料 別表第４    占  用  料 

区 分 単位 期間 占用料 

電柱，支柱，支線，電線，

標識その他これらに類

するもの 

1本 1年 3,200円 

変圧器，鉄塔その他これ

らに類するもの 

1平方メ

ートル 
1年 3,800円 

水道管，下水道管，ガス

管その他これらに類す

るもの 

1メート

ル 
1年 650円 

郵便差出箱，信書差出箱

及び公衆電話所 

1平方メ

ートル 
1年 3,800円 

地下占用物件 
1平方メ

ートル 
1年 3,020円 

天体，気象又は土地観測

施設 

1平方メ

ートル 
1年 3,800円 

工事用板囲，詰所，足場，

建物その他の工事用施

設 

1平方メ

ートル 
1月 620円 

土石，竹木，瓦その他の

工事用材料置場 

1平方メ

ートル 
1月 620円 

競技会，

集会，展

示会，博

覧会その

他これら

に類する

催しのた

めに設け

られる仮

設工作物 

看板，幕その

他これらに

類するもの 

表示面

積 

1平方メ

ートル 

1日 3,250円 

広告塔，アー

チその他こ

れらに類す

るもの 

1点 1日 16,290円 

その他のも

の 

1平方メ

ートル 
1月 420円 

その他の占用 
1平方メ

ートル 
1月 420円 

 

区 分 単位 期間 占用料 

電柱，支柱，支線，電線，

標識その他これらに類

するもの 

1本 1年 3,600円 

変圧器，鉄塔その他これ

らに類するもの 

1平方メ

ートル 
1年 4,200円 

水道管，下水道管，ガス

管その他これらに類す

るもの 

1メート

ル 1年 720円 

郵便差出箱，信書差出箱

及び公衆電話所 

1平方メ

ートル 
1年 4,200円 

地下占用物件 
1平方メ

ートル 
1年 3,350円 

天体，気象又は土地観測

施設 

1平方メ

ートル 
1年 4,200円 

工事用板囲，詰所，足場，

建物その他の工事用施

設 

1平方メ

ートル 1月 810円 

土石，竹木，瓦その他の

工事用材料置場 

1平方メ

ートル 
1月 810円 

競技会，

集会，展

示会，博

覧会その

他これら

に類する

催しのた

めに設け

られる仮

設工作物 

看板，幕その

他これらに

類するもの 

表示面

積 

1平方メ

ートル 

1日 4,290円 

広告塔，アー

チその他こ

れらに類す

るもの 

1点 1日 21,500円 

その他のも

の 

1平方メ

ートル 
1月 550円 

その他の占用 
1平方メ

ートル 
1月 500円 
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（香椎振興整備部長事務取扱） （香椎振興整備部長事務取扱）

一 人 一 花 推 進 部
56

理 事 理 事

理 事 理 事

総 務 部 総 務 課 10 総 務 部

都 市 計 画 部 都 市 計 画 課 12 都 市 計 画 部

60 60
監 察 指 導 課 8

建 築 審 査 課 16

跡 地 計 画 課 7

72 71

令和４年度　住宅都市局　組織編成案
　

現　　　行　（令和３年度） 編　成　案　（令和４年度）

住 宅 都 市 局 384 住 宅 都 市 局 382

都 市 計 画 課 12

総 務 課 10
15 15

企 画 課 4 企 画 課 4

建 替 ・ 改 善 課 17 建 替 ・ 改 善 課 17

住 宅 部 住 宅 計 画 課 11 住 宅 部 住 宅 計 画 課 11

27 27
交 通 計 画 課 14 交 通 計 画 課 14

建 築 指 導 課 16 建 築 指 導 部 建 築 指 導 課

住 宅 建 設 課 22 住 宅 建 設 課 22

住 宅 管 理 課 21 住 宅 管 理 課 9

課 長 （ 管 理 ・ 調 整 ） 住 宅 運 営 課 11

建 築 審 査 課 16

16

開 発 ・ 建 築 調 整 課 12 開 発 ・ 建 築 調 整 課 12

地域まちづくり推進部 地 域 計 画 課 13 地域まちづくり推進部 地 域 計 画 課

監 察 指 導 課 8

建 築 指 導 部

建 築 物 安 全 推 進 課 7 建 築 物 安 全 推 進 課 7

ま ち づ く り 推 進 室 4 ま ち づ く り 推 進 室 5

13
36 39

都 市 景 観 室 11 都 市 景 観 室 10

跡 地 計 画 課 6

都 心 創 生 部 都 心 創 生 課 12 都 心 創 生 部 都 心 創 生 課 12

香 椎 振 興 課 4

ｳｫｰﾀｰﾌﾛﾝﾄまちづくり計画課 4
課長（ｳｫｰﾀｰﾌﾛﾝﾄ再整備推進） 課長（ｳｫｰﾀｰﾌﾛﾝﾄまちづくり推進）

29 28
ｳｫｰﾀｰﾌﾛﾝﾄ再整備推進課 4 ｳｫｰﾀｰﾌﾛﾝﾄまちづくり推進課 4

ｳｫｰﾀｰﾌﾛﾝﾄ再整備計画課 4

九大まちづくり推進部 計 画 調 整 課 9 九大まちづくり推進部 計 画 調 整 課

経）観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ部課長※MICE施設整備が兼務 経）観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ部課長※MICE施設整備が兼務

課長（ｳｫｰﾀｰﾌﾛﾝﾄ再整備推進） 課長（ｳｫｰﾀｰﾌﾛﾝﾄまちづくり推進）
港）港湾計画部再整備計画課長が兼務 港）港湾計画部再整備計画課長が兼務

9

都 心 交 通 課 8 都 心 交 通 課 7

6 活 用 課 7

Smart EAST基盤整備課 9

×

・Smart EAST）

商 業 対 策 課 3

管 理 課 5 香 椎 振 興 整 備 部 管 理 課×

み ど り 運 営 課 15 公 園 部
101 47

み ど り 政 策 課 9 政 策 課 9

32 36
課長（イノベーション推進

9
課長（イノベーション推進

10

9
香 椎 振 興 整 備 部

花 と み ど り の ま ち 推 進 部 運 営 課 15

植 物 園 6 植 物 園 7

・Smart EAST）
総)企画調整部企画課長を兼務 総)企画調整部企画課長を兼務

九 大 跡 地 整 備 課 13 Smart EAST基盤計画課 7

み ど り 整 備 課 15 一 人 一 花 推 進 課 6

動 物 園 42 動 物 園 42

一 人 一 花 推 進 課

み ど り 活 用 課 7 整 備 課 15

： 新設 ： 変更： 移管 × ：廃止

６
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１．定期募集

方式 市政だより
案内書配布/

申込み受付期間
選考方法など 抽選会場

５月１日号

６月１日号

８月１日号

11月１日号

12月１日号

２月１日号

２．随時募集

　ひとり親世帯や高齢者世帯等の要件に２つ以上該当する世帯を、抽選によらず特に緊急に住宅を必要とす

る者として優先的に選考して入居を決定する。

　随時（平日の９時から１７時まで）、市住宅供給公社募集課窓口にて申込みを受け付ける。

＜参考＞

※募集案内書の配布

※インターネット申請

中央市民センター

抽選会：９月１日（木）

抽選会：１２月１日（木）

令和４年度　市営住宅入居者募集計画について（予定）

早良市民センター

２月１日（水）から
２月１０日（金）まで

５月６日（金）から
５月１３日（金）まで

抽選会：６月２日（木） 中央市民センター

住環境・住宅困窮度を数値化
して、合計ポイントの高い世帯
を選考し、抽選によらず入居
を決定する。

早良市民センター

８月３日（水）から
８月１２日（金）まで

１１月３０日（水）から
１２月９日（金）まで

抽選方式

ポイント方式

抽選方式

抽選方式

５
月
募
集

２
月
募
集

ポイント方式

抽選方式

定期募集（抽選方式）については、郵送・窓口の受付に加えて、インターネットによる受付を実施する。
（ポイント方式、随時募集を除く。）

６
月
募
集

12
月
募
集

６月１日（水）から
６月１０日（金）まで

住環境・住宅困窮度を数値化
して、合計ポイントの高い世帯
を選考し、抽選によらず入居
を決定する。

抽選会：３月２日（木）

８
月
募
集

11
月
募
集

申込み受付期間中、情報プラザ（市役所１階）、各区役所、西部・入部出張所、なみきスクエア、市住宅供給
公社にて募集案内書を配布する。

１１月２日（水）から
１１月１１日（金）まで
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